
（別紙１） 

【総合計画策定体制（案）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※一部、規則の改定を検 

討していますので組織の 

名称や構成員等が変更さ 

れる可能性があります。 

 

 

まちづくり町民会議 

      

 ・第 1グループ 

  （福祉・教育） 

 ・第 2グループ 

  （産業・都市整備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政内推進体制 

 

・町民 

・補助団体 

・地域活動団体 

 

 等 

  

委員会 

・課長等で構成 

部会 

・職員から副町長が指名

する者で構成 

総合計画策定事務局 

 ・企画財政課 

  （ワーキングチーム） 

 ・コンサルタント 

町  長 

審議会 町 議 会 

基本構想・基本計画
にかかる提案 

 

諮 問 答 申 提 案 
承 認 

情報提供・ 
運営サポート 

 

報告 調整 

公募 
・ 
参加 

参加 
・ 
情報 
提供 

ヒアリング 
町民アンケート
等の実施 

行政資料の収集整理 
各課ヒアリング 

参考規則 

 嘉手納町総合計画審議会条例 

 嘉手納町総合計画策定に関する規則 

 嘉手納町まちづくり町民会議設置規則 

策定案の 
報告 


